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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年２月１９日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時２７分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 村上英明  委　　員 森西　正

委　　員 安藤　薫  委　　員 上村高義  委　　員 三宅秀明

議　　長 三好義治  副 議 長 川端福江  議　　員 石橋徳治

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局次長代理　上　清隆

同局主幹　日垣智之 同局書記　中井真穂 同局書記　湯原正治 

１．案件

・平成１９年第１回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○柴田委員長　ただいまから議会運営委

員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けるこ

とにします。助役。

○小野助役　寒い中、また公私共にお忙

しい中、議会運営委員会を開催賜りまし

てありがとうございます。来る２２日か

ら開催予定の平成１９年第１回定例会に

おきまして、予算案件１５件、条例案件

１４件、人事案件１件、その他２件の合

計３２件の議案提案を予定いたしており

ます。案件の概要につきましては、この

後、総務部長より説明いたさせます。ど

うかよろしくお取り計らいを賜りますよ

うお願い申し上げます。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、上村委

員を指名します。

　それでは、第１回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いします。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、第１回定例

会に上程いたします議案の概略について

説明申し上げます。

　議案第１号から議案第８号までは、各

会計の平成１９年度当初予算でございま

す。お手元に配付させていただいており

ます資料に基づきまして説明させていた

だきます。

　まず、議案第１号、平成１９年度摂津

市一般会計予算ですが、歳入歳出総額は

当初予算額３０５億２，７９９万円とな

り、平成１８年度当初予算額２９０億７，

５５４万円と比べて、１４億５，２４５

万円、５．０％増の予算となっておりま

す。

　次ページの一般会計予算総括表で歳入

の前年度比較、歳出で款別及び目的別で

の前年度比較をしておりますので、ご参

照願います。

　次に、各特別会計の当初予算ですが、

表の中ほどから下ですが、議案第２号、

平成１９年度摂津市水道事業会計では、

収益的収入は２６億３，５５３万１，０

００円となり、対前年度３，１４４万４，

０００円の減額、１．２％の減となりま

す。収益的支出は２３億６９６万５，０

００円で、対前年度比８，１２４万９，

０００円の減額、３．４％減となってお

ります。

　次に資本的収入は６，１４５万円とな

り、前年度と同額となっております。一

方、資本的支出では７億８，３５９万７，

０００円を計上し、対前年度比３，９４

２万２，０００円の増額、５．３％増と

なっております。

　この結果、収入合計（１）プラス（３）

では、２６億９，６９８万１，０００円

となり、対前年度比３，１４４万４，０

００円の減額、１．２％の減となってお

ります。その下段の支出合計（２）プラ

ス（４）では、３０億９，０５６万２，

０００円で、対前年度４，１８２万７，

０００円の減額、１．３％の減となって

おります。

　続きまして、上から５段目の議案第３

号、平成１９年度摂津市国民健康保険特

別会計予算の当初予算額は、９５億１，

１１９万３，０００円であり、対前年度

比９億７，８８０万６，０００円の増額、

１１．５％の大幅な増となっております。

　議案第４号、平成１９年度摂津市老人

保健医療特別会計では、当初予算４８億

９，４５５万４，０００円となり、対前

年度比２億５，５１４万２，０００円の

減額、５．０％の減となっております。

　続きまして、議案第５号、平成１９年

度摂津市財産区財産特別会計予算では、

当初予算１４億４，２３１万円は、対前
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年度比１，９８３万９，０００円の増額、

１．４％の増となっております。

　議案第６号、平成１９年度摂津市公共

下水道事業特別会計予算においては、当

初予算額５７億８，３４３万４，０００

円は、対前年度比１億４，７９４万４，

０００円の減額、２．５％の減となって

おります。

　議案第７号、平成１９年度摂津市パー

トタイマー等退職金共済特別会計予算で

は、当初予算額３，５１９万８，０００

円で、対前年度比４９万５，０００円の

減額、１．４％の減となっております。

　次に議案第８号、平成１９年度摂津市

介護保険特別会計予算では、当初予算額

３１億９，５１０万７，０００円となり、

対前年度比８，１８４万３，０００円の

増額、２．６％の増となっております。

　以上の結果、全会計での合計では、総

合計ＡプラスＢプラスＣ欄にありますよ

うに、平成１９年度当初予算額５８４億

８，０３４万８，０００円となり、平成

１８年度当初予算額５６３億９，２８１

万８，０００円に対しまして、２０億８，

７５３万円の増額、３．７％の増となっ

ております。

　続きまして議案第９号から議案第１５

号までは、平成１８年度の各会計の補正

予算となっております。年度末を控え、

決算を見込みながら予算執行後の不用額

の整理、一部、増額補正を行い、予算の

調整を図っております。各会計での補正

状況を３枚目に平成１８年度摂津市３月

補正予算総括表にまとめております。

　議案第９号は、平成１８年度摂津市一

般会計補正予算第４号となっております。

１９億３，７８９万４，０００円の増額

補正を行い、補正後予算額は３２８億４，

３２８万９，０００円となります。

　次に議案第１０号、平成１８年度摂津

市水道事業会計補正予算第２号ですが、

収益的収入では１，６７７万４，０００

円の減額補正、収益的支出では３，７７

８万６，０００円の減額補正、資本的収

入では１１６万円の減額補正、資本的支

出では３，３２１万５，０００円の減額

補正となります。その結果、収入合計で

は１，７９３万４，０００円の減額補正

をし、補正後額２７億５，３３９万１，

０００円となり、一方、支出合計では、

７，１００万１，０００円の減額となり、

補正後額は３０億８，５７６万円となり

ます。

　議案第１１号は、平成１８年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算第５号で、

８，０５７万９，０００円の減額補正を

いたします。

　議案第１２号は、平成１８年度摂津市

老人保健医療特別会計補正予算第２号と

なっており、補正額３億４，１２６万７，

０００円を減額いたしております。

　次に、議案第１３号は、平成１８年度

摂津市公共下水道事業特別会計補正予算

第３号でございます。補正額２億８，６

９８万５，０００円の減額補正をいたす

ものでございます。

　議案第１４号は、平成１８年度摂津市

パートタイマー等退職金共済特別会計補

正予算第１号で、２万９，０００円の増

額補正となっております。

　議案第１５号は、平成１８年度摂津市

介護保険特別会計補正予算第３号となっ

ており、８７９万４，０００円の減額補

正を行うものであります。

　続きまして、議案第１６号は人事案件

であり、公平委員会委員の選任について

同意を求める件でございます。現在、委

員として就任していただいております平

井正臣氏の後任として泉正紹氏に就任を

お願いするものであります。
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　議案第１７号の市道路線認定の件です

が、庄屋２０号線ほか２１路線、総延長

６５５．６メートルの路線認定をお願い

するものであります。

　議案第１８号は、損害賠償の額を定め

る件でございます。これは平成１８年８

月２１日、千里丘東４丁目２１番地先で

の道路陥没事故によるものであります。

当該場所には公共下水道の雨水引き込み

管が埋設されており、その接合部分にズ

レが生じ、雨水と一緒に土砂が下水道管

渠に流入し、道路面下に空洞が発生、ト

ラック走行中に道路が陥没し、左前輪が

落ち込んだものであります。その後、示

談交渉を重ね、相手方のトラックの車両

修理代、レッカー代金等、９１万３，８

３０円の支払いで示談が成立可能となり

ましたので、議会のご同意を得るもので

ございます。なお、全額、損害保険にて

支払われる予定でございます。

　議案第１９号、摂津市事務分掌条例の

一部を改正する条例制定の件でございま

す。これは総務部の財政課及び契約検査

課に係る分掌事務の整備と、都市整備部

に係る分掌事務の整備を行うものであり、

平成１９年４月１日から施行いたします。

　続きまして、議案第２０号、特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件では、非常勤職員の任用等に関する

規則で、消費生活相談嘱託員を位置づけ

ており、本条例から消費生活専門相談員

及び消費者相談員を廃止するものであり

ます。施行は交付の日からとしておりま

す。

　議案第２１号、特別職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例制定の

件でございますが、これは地方自治法施

行規程の改正に伴うものであり、引用条

文の条ずれを修正いたしました。平成１

９年４月１日からの施行としております。

　議案第２２号は、一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。これは、一般職の職

員の給料月額、扶養手当及び住居手当の

額並びに昇給制度を改定いたすものでご

ざいます。

　給料表の改定では、経過措置はござい

ますが、給料月額の引き下げ、号給を４

分割にし、７等級制を９級制にするなど、

給料表の構成の全面改正を行っています。

手当ての見直しでは、扶養手当では、配

偶者以外の扶養親族の３人目の扶養手当

額現行５，０００円を６，０００円に改

正します。また、住居手当は市独自手当

分について、３年間で廃止し、今回、平

成１９年度分として、３，０００円乃至

３，５００円の減額を行うものでありま

す。次に昇給制度の改定では、昇給時期

は１月１日のみの一度とし、昇給の号給

数は、４号給を基準とします。これに関

連して摂津市職員の育児休業等に関する

条例ほか５条例の一部改正も行います。

施行期日は平成１９年４月１日からとし

ます。

　続きまして議案第２３号、摂津市管理

職手当に関する条例の一部を改正する条

例制定の件ですが、地方自治法の改正に

より、収入役が廃止され、会計管理者の

必置規程から、会計管理者の管理職手当

の額を定めるため、改正いたします。平

成１９年４月１日からの施行とします。

　議案第２４号、摂津市職員の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件でございますが、これは国家公務員

の退職手当制度に準じて、職員の退職手

当制度を抜本的に改定いたします。退職

手当の額は退職手当の基本額に、退職手

当の調整額を加えて得た額とすることと

し、関係条例の一部改正も行い、平成１
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９年４月１日からの施行としております。

　議案第２５号は、摂津市手数料条例の

一部を改正する条例制定の件でございま

す。これは、鳥獣の保護及び狩猟の適正

化に関する法律に定める大阪府知事の権

限に属する事務の一部が、摂津市に移譲

されるため、当該事務の手数料を定める

ものであります。

　鳥獣飼養登録票の交付・更新・再交付

手数料を３，４００円と規定しておりま

す。施行日は平成１９年４月１日からと

しております。

　議案第２６号、摂津市私立幼稚園の園

児の保護者に対する補助金交付条例の一

部を改正する条例制定の件でございます

が、私立幼稚園園児保護者補助金の補助

対象園児の範囲を、就学前２年間を３年

間に拡大しております。平成１９年４月

１日から施行します。

　議案第２７号は、摂津市スポーツ広場

条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。スポーツ広場の開場時間を４

月から９月までの半年間、午後５時まで

を１時間延長し、午後６時までとしてお

ります。施行期日は平成１９年６月１日

からとしています。

　議案第２８号、摂津市乳幼児医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例

制定の件ですが、乳幼児医療費の助成対

象年齢を３歳児から４歳児へと拡大して

おります。施行期日は平成１９年７月１

日からとしております。

　議案第２９号、摂津市老人医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例制

定の件についてですが、これは引用して

いる結核予防法が廃止され、結核が感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律で規定されたため、引用法

の改正を行うものであります。平成１９

年４月１日からの施行としております。

　続きまして、議案第３０号は、摂津市

国民健康保険条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。これは、先ほど

の結核予防法の廃止に伴い、引用法の改

正と併せて、国民健康保険法施行令の一

部改正により、基礎賦課限度額の改定を

行い、現行５３万円を５６万円に引き上

げます。施行期日は平成１９年４月１日

からとしています。

　議案第３１号、摂津市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいますが、これは道路法施行令の一部

改正に伴うものであり、占用物件名の文

言の修正があり、地下電線を地下に設け

る電線に改めるものであり、公布の日か

らの施行としております。また、都市公

園条例の一部改正も行っております。

　最後に、議案第３２号、摂津市総合福

祉会館再整備基金条例を廃止する条例制

定の件でございますが、これは公共施設

整備基金に一元化するため総合福祉会館

再整備基金を廃止するものであります。

平成１９年３月３０日からの施行として

おります。

　以上、提出案件の概略説明をさせてい

ただきました。また、当初、議案発送が

できませんでしたが、議案第１８号の損

害賠償の議案以外に、損害賠償の額を定

める件と、その支出に伴う一般会計補正

予算の提出を予定しております。これは、

平成１３年６月２７日に発生いたしまし

た公用車によります人身事故に伴うもの

で、事故後、示談交渉してまいりました

が、合意に達せず、相当期間、経過して

おります。この度、裁判所から和解案が

提示されて参り、現在、調整を進めてお

り、双方が最終的に合意できれば今議会

に追加議案として提案することになるか

もしれませんが、どうかよろしくご配慮

のほどお願い申し上げ、説明とさせてい
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ただきます。

○柴田委員長　説明が終わりました。

　この際、質問があればお受けしたいと

思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　質問がないようですので、

理事者のみなさんはご退席いただいて結

構でございます。

　委員会を休憩します。

（午前１０時２０分　休憩）

（午前１０時２３分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　第１回定例会審議日程及び議事日程に

ついて、事務局から説明をお願いします。

　日垣主幹。

○日垣事務局主幹　平成１９年第１回定

例会の審議日程案等についてご説明させ

ていただきます。

　まず、会期は２月２２日から３月２９

日までの３６日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の２月２２日は、平成１９年度市政運営

の基本方針と付託案件についての提案理

由の説明、そして即決議案の審議でござ

います。この日の１７時１５分が議会議

案の届出締切でございます。

　２月２７日の正午が代表質問の届出締

切でございます。

　３月７日の本会議では、付託案件に対

する質疑、委員会付託の後、８日にかけ

ての２日間が代表質問でございます。

　９日は、建設及び民生常任委員会。

　１２日が、総務及び文教常任委員会で

ございます。

　１３日及び１４日が、常任委員会の予

備日。

　１５日が、駅前等再開発特別委員会で

ございます。

　２０日の正午が、一般質問の届出締切

でございます。

　２６日が、議会運営委員会。

　２９日は、本会議で一般質問に続き、

休会分の委員長報告、採決の後、議会議

案となっております。

　また、その日の本会議終了後、議会運

営委員会を開催いただき、次の定例会の

審議日程の仮決定をお願いするものでご

ざいます。

　以上が審議日程案でございます。

　次に、２ページからの議事日程につい

てご説明させていただきます。

　２月２２日につきましては、日程１、

会期決定の後、日程２が、平成１９年度

の市政運営の基本方針でございます。

　日程３が、議案第１６号、公平委員会

委員の選任同意で、先ほどの協議会での

態度表明をもとに、備考欄に簡易採決と

記載させていただきます。

　日程４は、議案第１号、平成１９年度

摂津市一般会計予算など付託案件の２９

件で、一括して提案理由の説明を受けて

いただきます。なお、質疑は後日となり

ます。

　日程５、議案第１７号、市道路線認定

の件と日程６、議案第１８号、損害賠償

の額を定める件は、１件ずつ上程のうえ、

それぞれ即決でございます。

　次に３月７日は、日程１が、議案第１

号、平成１９年度摂津市一般会計予算な

ど付託案件の２９件で、質疑の後、所管

の委員会に付託となります。

　日程２が、代表質問でございます。

　３月８日も代表質問でございます。

　最終日の３月２９日の議事日程は、日

程１、一般質問の後、日程２が、議案第

１号、平成１９年度摂津市一般会計予算

など付託案件の３０件で、所管の委員長

から委員長報告を受けていただいた後、

採決をお願いいたします。

　以上が議事日程でございます。
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　次に議案付託表につきましては、ご覧

のとおり、総務、建設、文教、民生の各

常任委員会と議会運営委員会、駅前等再

開発特別委員会で審査いただく案件でご

ざいます。

　次に所管別分割表につきましては、議

案第１号、平成１９年度摂津市一般会計

予算及び議案第９号、平成１８年度摂津

市一般会計補正予算の各常任委員会と議

会運営委員会、特別委員会で審査いただ

く内容でございます。

　以上、事務局案の説明とさせていただ

きます。

○柴田委員長　ただいま、事務局から説

明がありましたとおりでよろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　それでは、そのように決

定します。

　報告事項がありますので、事務局から

説明をお願いします。日垣主幹。

○日垣事務局主幹　議場での写真撮影に

ついて、ご説明させていただきます。

　２月２２日の市長の平成１９年度市政

運営の基本方針に関する説明のときに、

例年どおり写真撮影を行いたいとの申し

出があります。

　また、３月７日、８日の代表質問時に

質問議員の写真を撮影させていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○柴田委員長　それでは、これをもって、

本委員会を閉会します。

（午前１０時２７分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 柴 田 繁 勝

議会運営委員  上 村 高 義
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